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京都府規則第60号

建築基準法施行細則の一部を改正する規則

　建築基準法施行細則（昭和36年京都府規則第27号）の一部を次のように改正する。
　第11条第１項中「とする」を「（同項に規定する安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める
建築物であるものを除く。）とする」に改め、同項第１号中「（共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物にあつては、
法定報告建築物（法第12条第１項に規定する政令で定める建築物をいう。以下同じ。）である建築物を除く。）」を削り、
同項第２号中「（法定報告建築物を除く。）で」を「であつて」に改め、同条第４項の表中「平成28年度」を「令和７年
度」に、「平成29年度」を「令和８年度」に、「平成30年度」を「令和９年度」に改め、同条の次に次の１条を加える。
（特定建築物の定期報告に係る付加調査項目等）
第11条の２　法第12条第１項の規定による調査は、施行規則第５条第２項の規定により国土交通大臣が定めるもののほ
か、当該調査をすべき建築物に係る別表第４の用途欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の調査項目欄に掲げる項目を
同表の調査方法欄に掲げる方法により調査した結果について、同表の判定基準に掲げる基準に該当するかどうかを判
定することにより、行わなければならない。
　第12条第２項中「２月」を「３月」に改める。
　第13条第１項中「第16条第１項各号」を「第16条第１項に規定する政令で定める建築物」に、「）及び」を「）又は」
に、「に係る」を「であるものに係る」に改める。
　第14条第２項中「１月」を「３月」に改める。
　第19条中「別表第４」を「別表第５」に改める。
　別表第４を別表第５とし、別表第３の次に次の１表を加える。
別表第４（第11条の２関係）

項番号 用途 調査項目 調査方法 判定基準

⑴ 下宿、共
同住宅又
は寄宿舎

常閉防火扉（各
階の主要な常時
閉鎖した状態に
ある防火扉をい
う。以下同じ。）

扉の閉鎖又は作
動の障害とな
る、物品の放置
及び照明器具、
懸垂物等の設置
等の状況

目視又はこれに類する方法（以下
「目視等」という。）により確認
する。

物品が放置されていること等によ
り扉の閉鎖又は作動に支障がある
こと。

⑵ 扉の取付けの状
況

目視等又は触診により確認する。 取付けが堅固でないこと。

⑶ 扉、枠及び金物
の劣化及び損傷
の状況

目視等により確認する。 変形、損傷又は著しい腐食により
遮炎性能又は遮煙性能に支障があ
ること。

⑷ 固定の状況 扉が開放状態に固定されているこ
と。

⑸ 作動の状況 扉の閉鎖時間をストップウォッチ
等により測定し、及び扉の質量に
より運動エネルギーの値を確認す
るとともに、必要に応じてプッ
シュプルゲージ等によりその閉鎖
力を測定する。ただし、これらの
点検を３年以内に実施した記録が
ある常閉防火扉については、当該
記録により確認することで足りる。

防火区画に用いる防火設備等の構
造方法を定める件（昭和48年建設
省告示第2563号）第１第１号の規
定に適合しないこと。

⑹ 居室の採光及び
換気

換気設備の作動
の状況

各階の主要な換気設備の作動を確
認する。

換気設備が作動しないこと。

⑺ 換気の妨げとな
る物品の放置の
状況

目視等により確認する。 換気の妨げとなる物品が放置され
ていること。
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東館１階
３　第１型研修（クリーニング師が出席して受講するも
のをいう。以下同じ。）及び第１型講習（クリーニン
グ業務に従事する者が出席して受講するものをいう。
以下同じ。）の日程及び会場
　⑴　第１型研修

開　 催 
年 月 日 会　　　　　　　場 予定人員

令和７年
11月16日
（日）

京都テルサ
（京都市南区東九条下殿田町70）

人
40　

　⑵　第１型講習

開　 催 
年 月 日 会　　　　　　　場 予定人員

令和７年
10月１日
（水）

京都テルサ
（京都市南区東九条下殿田町70）

人
40　

４　第２型研修（クリーニング師が通信制で受講するも
のをいう。以下同じ。）及び第２型講習（クリーニン
グ業務に従事する者が通信制で受講するものをいう。
以下同じ。）の受付開始日、受付締切日及びレポート
の提出締切日並びに受講対象者
　⑴　第２型研修

　告　　　　示　

京都府告示第287号

　クリーニング業法（昭和25年法律第207号）第８条の
２第１項及び第８条の３の規定により、クリーニング師
の研修及び業務従事者に対する講習を次のとおり指定し
た。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　主催者の名称及び所在地
　　名　称　公益財団法人全国生活衛生営業指導セン

ター
　　所在地　東京都港区新橋六丁目８番２号
２　会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所
在地
　　名　称　公益財団法人京都府生活衛生営業指導セン

ター
　　所在地　京都市南区東九条下殿田町70　京都テルサ

⑻ 特別避難階段 階段室又は付室
の排煙設備の作
動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確
認する。

排煙設備が作動しないこと。

⑼ 防煙壁 可動式防煙壁の
作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動
を確認する。

可動式防煙壁が作動しないこと。

⑽ 排煙設備 排煙設備の作動
の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確
認する。

排煙設備が作動しないこと。

⑾ 非常用エレベー
ター

昇降路又は乗降
ロビーの排煙設
備の作動の状況

⑿ 非常用の照明装
置

非常用の照明装
置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の
作動を確認する。

非常用の照明装置が作動しないこ
と。

⒀ 照明の妨げとな
る物品の放置の
状況

目視により確認する。 照明の妨げとなる物品が放置され
ていること。

⒁ ⑴から⒀
までの用
途以外の
もの

⑴から⑸までの各調査項目 ⑴から⑸までの各調査方法 ⑴から⑸までの各判定基準

　　　附　則

　この規則は、令和７年７月１日から施行する。
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より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

区　分 日　程 受講対象者 予定人員

受付開始日 令和７年９月
26日（金）

第１型研修の受講が
困難な者

人

60　受付締切日 令和７年10月
30日（木）

レポートの
提出締切日

令和７年11月
25日（火）

　⑵　第２型講習

区　分 日　程 受講対象者 予定人員

受付開始日 令和７年８月
14日（木）

第１型講習の受講が
困難な者

人

50　受付締切日 令和７年９月
16日（火）

レポートの
提出締切日

令和７年10月
10日（金）

５　第１型研修及び第１型講習の科目及び時間数

科　　　　　　　　目 時　間　数

衛生法規及び公衆衛生
　　時間
１

洗濯物の受取、保管及び引渡し １

洗濯物の処理 １

繊維及び繊維製品 １

６　第２型研修及び第２型講習の科目及びレポートの課
題

科目及びレポートの課題

衛生法規及び公衆衛生

洗濯物の受取、保管及び引渡し

洗濯物の処理

繊維及び繊維製品

７　受講料
　⑴　第１型研修及び第２型研修　5,000円
　⑵　第１型講習及び第２型講習　4,500円
８　受講についての問合せ先
　　公益財団法人京都府生活衛生営業指導センター
　　（電話（075）661-6661）

京都府告示第288号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
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京都府告示第290号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から休止の届出が
あった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第291号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条第１項の
規定により、次のとおり指定医療機関から辞退の届出が
あった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第289号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第292号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から変更の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第295号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により、次のとお
り指定施術機関から変更の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第294号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の
規定により、指定施術機関を次のとおり指定した。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第293号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から廃止の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第298号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から廃止の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第296号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項に
おいて準用する同法第50条の２の規定により、次のとお
り指定施術機関から廃止の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第297号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指
定した。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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号）第50条の２の規定により、次のとおり指定医療機関
から休止の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第300号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第51条第１項の規定により、次のとおり指定医療機
関から辞退の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第299号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144

京都府告示第301号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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京都府告示第304号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第２項において準用する同法第50条の２の規
定により、次のとおり指定施術機関から変更の届出が
あった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第303号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第１項の規定により、指定施術機関を次のと
おり指定した。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第302号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条
の２第５項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から廃止の届出があった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　
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４　縦 覧 場 所　　京都府山城北土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

　公　　　　告　

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の
規定により府営土地改良事業（徳光地区）計画を定めた
ので、次のとおり関係書類を縦覧に供する。
　なお、当該土地改良事業計画の利害関係人で当該土地
改良事業計画について不服があるものは、縦覧期間満了
の日の翌日から起算して15日以内に書面で知事に審査請
求をすることができる。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　縦覧に供する書類の名称
　　府営土地改良事業（徳光地区）計画書の写し
２　縦覧の期間
　　令和７年５月27日から令和７年６月16日まで
３　縦覧の場所
　　京都府丹後広域振興局農林商工部地域づくり振興課
　　なお、京都府丹後広域振興局農林商工部地域づくり
振興課のホームページにおいて関係書類の電磁的記録
を閲覧することができる。
　　また、京丹後市役所（大宮庁舎）において関係書類
を閲覧することができる。

　次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和26年法律第
180号）第19条第２項の規定により、国土調査の成果と
して認証した。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　調査を行った者の名称
　　　宮津市
　⑵　調査を行った時期
　　　平成16年６月１日から令和５年２月15日まで
　⑶　成果の名称
　　　宮津市（字宮村、京口、馬場先、鍛冶の一部）の
地籍図及び地籍簿

　⑷　調査を行った地域
　　　宮津市字宮村、京口、馬場先、鍛冶の一部
　⑸　認証年月日

京都府告示第305号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその
例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144
号）第55条第２項において準用する同法第50条の２の規
定により、次のとおり指定施術機関から廃止の届出が
あった。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第306号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年５月27日から令和７年６月10日まで縦覧に供する。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　宇治小倉停車場線
３　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

宇治市小倉町神楽田14の１か
ら

宇治市小倉町神楽田５の１ま
で

前

ｍ
 最小　 6.3

 最大　 8.4

ｍ

　 　18.2

後
 最小　 8.4

 最大　 8.4
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　⑶　成果の名称
　　　宮津市（字江尻、中野）の一部の地籍図及び地籍
簿

　⑷　調査を行った地域
　　　宮津市字江尻、中野の一部
　⑸　認証年月日
　　　令和７年５月14日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年４月25日）

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の２第１
項の規定による認定を次のとおり行った。
　なお、その関係図書は、所管の京都府土木事務所にお
いて縦覧に供する。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

認　定 
年月日

所管土木
事務所名

建築物の 
位　　置

対象区域に含まれる 
土 地 の 地 名 地 番

令
 7. 5.19

京都府山
城北土木
事務所

上記関係
図書に表
示のとお
り

八幡市男山雄徳９の１、９の３

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和７年５月27日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷１の６、１の
53、小字中畑２の２、３、３の１、３の３、３の４、
４の１、４の３、４の４、５の１、６の１、７、７の
１、69、70の１、70の３、75から79まで
　　（関連区域）
　　綴喜郡宇治田原町大字立川小字金井谷１の７の一
部、２の３の一部、小字中畑２の４、４の２、５の２、
町有地
２　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　綴喜郡宇治田原町大字湯屋谷小字西塔ケ谷１の４
（宇治田原工業団地）
　　株式会社村井製作所

　　　令和７年５月14日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年４月25日）
２⑴　調査を行った者の名称
　　　久御山町
　⑵　調査を行った時期
　　　令和元年７月１日から令和５年12月12日まで
　⑶　成果の名称
　　　久御山②ー１（佐古の一部）の地籍図及び地籍簿
　⑷　調査を行った地域
　　　久世郡久御山町佐古の一部
　⑸　認証年月日
　　　令和７年５月14日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年４月25日）
３⑴　調査を行った者の名称
　　　宮津市
　⑵　調査を行った時期
　　　平成18年６月１日から令和６年５月31日まで
　⑶　成果の名称
　　　宮津市（字大垣、江尻、中野、難波野）の一部の
地籍図及び地籍簿

　⑷　調査を行った地域
　　　宮津市字大垣、江尻、中野、難波野の一部
　⑸　認証年月日
　　　令和７年５月14日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年４月25日）
４⑴　調査を行った者の名称
　　　宇治田原町
　⑵　調査を行った時期
　　　平成30年６月14日から令和４年２月22日まで
　⑶　成果の名称
　　　宇治田原③ー１（宇治田原町大字荒木・岩山・立
川）の一部の地籍図及び地籍簿

　⑷　調査を行った地域
　　　綴喜郡宇治田原町大字荒木、岩山、立川の一部
　⑸　認証年月日
　　　令和７年５月14日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年４月25日）
５⑴　調査を行った者の名称
　　　宮津市
　⑵　調査を行った時期
　　　平成19年６月４日から令和６年５月31日まで
　⑶　成果の名称
　　　宮津市（字江尻、大垣、中野、難波野の一部）の
地籍図及び地籍簿

　⑷　調査を行った地域
　　　宮津市字江尻、大垣、中野、難波野の一部
　⑸　認証年月日
　　　令和７年５月14日
　　　（国土交通大臣の承認年月日　令和７年４月25日）
６⑴　調査を行った者の名称
　　　宮津市
　⑵　調査を行った時期
　　　平成21年６月19日から令和６年５月31日まで
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